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東 日本大震災 にお ける

文化財 レスキ ュー につ いて

日 高 真 吾

はじめに

　関東地方から東北地方にかけて甚大な被害を

もたらした東 日本大震災では,多 くの文化遺産も

被災した。そして,こ こで被災した文化財のレス

キューには多 くの文化財関係者が参加し,そ の救

援活動をおこなった。

　大規模災害時 における被 災文化遺産の レス

キューの外形が整 えられるのは,1995年1月17

日に発生した兵庫県南部地震 を契機 とする阪神 ・

淡路大震災である。都市直下型の地震としてかつ

て経験 したことのない被害をもたらしたこの震災

から,私 たち文化財関係者は多 くのことを学び,

経験 した1)。そして阪神 ・淡路大震災の経験は,

その後の大規模災害における被災文化財の救援活

動の効果的な体制や活動のあ りかたの拠 り所に

なってきた。たとえば 国立民族学博物館(以 下,

民†専)に所属 している筆者の場合,2007年3月25

日に発生 した能登半島沖地震で倒壊した穴水町指

定 「明泉寺台燈籠」の保存修復支援 として,X線

透過試験による損傷個所の同定,金 属成分の組成

分析,地 震による倒壊現象の再現試験を実施し,

保存修復方針の策定や今後の災害に備えた免震台

の選定等に寄与 した2)。また,穴 水町のシンボル

として位置づけられるこの 「明泉寺台燈籠」が返

却される際には,改 めてこの貴重な文化遺産の価

値を地元で感じてもらうため,文 化庁の 「伝統文

化子ども教室」の協力を受けなが ら,関 連ワーク

ショップの実施を支援 し,被 災地の方々と地域文

化の重要性について語 り合うことを試みた。その

他,2009年8月9日 の佐用町豪雨による洪水では,

地域の歴史を伝えるうえで重要な位置を占める個

人宅の所蔵品を救出し,応 急処置を施した。その

結果,洪 水で被災した民俗資料の洗浄方法を技術

開発することができ,こ の技術は東日本大震災の

救援活動でも大いに役立てることができた3)。さ

らに,こ こで述べた能登半島沖地震や佐用町豪雨

の水害で実施した支援活動を中心に紹介 し,被 災

文化遺産の救援活動のステージを整理 した企画展

「歴史と文化を救 う一阪神 ・淡路大震災か らはじ

まった被災文化財の支援」を2010年7月22日 ～9

月28日 に民博で開催 した4)。 これは,被 災 した

文化遺産への支援活動全般について提言できた展

示になったと考えている。

　このような,阪 神 ・淡路大震災以降におこなっ

てきた災害時における文化財支援の経験 をもと

に,東 日本大震災でも被災文化財の救援活動を試

みた。しかし,東 日本大震災による被害は広範囲

におよび,こ れまでの災害の経験だけでは解決で

きないものであったことも事実である。筆者も含

め,文 化財関係者は,こ れまでの経験を拠 り所に

しながらも,新 たに文化遺産の救援活動の在 り方

について,模 索することが求められたのである。

　そこで本稿では,東 日本大震災で被災 した文

化財の救援活動について,東 北地方太平洋沖地震

被災文化財等救援委員会がおこなった文化財 レス

キュー事業の概要 と救援委員会の構成 団体 として

文化財レスキュー事業に参加 した民博の活動につ

いて紹介する。

1.東 北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委員

　 会の概要

　東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委員会

(以下,救 援委員会)は2011年4月1日 に発足 した

組織である。東日本大震災で被災した文化財のレ

スキュー事業を全国的な支援体制を構築して実施

することを目的とし,文 化庁のよびかけに呼応 し

た団体で構成 され 東京文化財研究所が事務局 と

なって活動を展開した。救援委員会の組織図を図1

に示す。

　今回の震災による文化財の被災状況の特徴は,
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広範囲に及んだ大津波が主な被災要因であり,こ

れまで経験 していた地震や河川の洪水による被

災状況とは大 きく異なっていたことがあげられ

る。また,地 域社会そのものが大きなダメージを

受け,救 援活動を実施するために必須となる自治

体組織の復旧がそれぞれの地域によって違ってい

たこともこれまで経験 したことのない状況であっ

た。このような状況のなか,救 援委員会の文化財

レスキュー事業は,2011年4月1日 から2012年3

月31日 まで という期間が延長 され,2013年3月

31日 をもって解散 した。

　救援委員会がおこなう文化財 レスキュー事業

の活動内容やその対象は,以 下 に示す東北地方

太平洋沖地震被災文化財等救援事業(文 化財レス

キュー事業)の 実施要項に定められている。

　事業の内容

　　地震等による直接の被災や,被 災地各県内の

　社寺,個 人及び博物館 ・美術館 ・資料館等の保

　存 ・展示施設の倒壊又は倒壊等の恐れ等によ

　 り,緊 急に保全措置を必要とする文化財等につ

　いて,救 出 し,応 急措置をし,当 該県内又は周

　辺都県(以 下 「当該県内等」という。)の博物館

　等保存機能のある施設での一時保管を行う。

事業の対象物

　国 ・地方の指定等の有無を問わず,当 面,絵

図1　 救援委員会組織図

画,彫 刻,工 芸品,書 跡 典籍,古 文書,考 古

資料,歴 史資料,有 形民俗文化財等の動産文化

財及び美術品を中心とする。

　 これらの要項を要約すると,救 援委員会の活動

は,救 出,一 時保管,応 急処置の3つ の活動を柱

として支援するものである。そして,そ の対象は

国 ・地方の指定等の有無にかかわらず,絵 画,彫

刻,工 芸品,書 跡,典 籍 古文書,考 古資料,歴

史資料,有 形民俗文化財等の動産文化財および美

術品を中心としたものとされている。ここで対象

とされた文化財の設定には大きな意味がある。文

化財 とは本来,指 定 ・未指定を問うものではない

が,補 助事業等の予算措置の面からいえば,通 常,

文化庁や自治体の教育委員会で保護の対象とされ

る文化財は,指 定品に限られている。そのため,

救援委員会が対象 とするのは,指 定品を優先する

のではないかとの誤解を受ける可能性があった。

そこで,こ こでの対象は"文 化財等"と して,指

定の有無を問わないことを強調 している。また,

通常,文 化財という枠組みには,自 然史の資料は

含 まれないが,こ こでも"文 化財等"と いう表現

から,そ れらの資料群も対象とする解釈が可能 と

なったのである。なお,こ のような決断で組まれ

た体制は,1995年 の阪神 ・淡路大震災以来であ

り,こ の点においては阪神 ・淡路大震災の経験が

活かされたものとして大きく評価できよう。一方

で,文 化財という概念を考える場

合,指 定,未 指定の問題は必ずで

てくる。そこで,文 化財をもっと

包括的にとらえようとする際は,

文化遺産あるいは文化資源 とい

う用語が用いられる風潮が近年

は多 く見受けられるようになっ

た。しか し,本 来,文 化財 とは,

文化的な所産 として貴重あるい

は重要なものを指す ものである

ことは,文 化財の根本理念にあ

るのではないだろうか。これは,

文化財保護法 においても,「文化

財とは,我 が国にとって歴史上又

は芸術上価値の高いものである」
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と明記 していることからも解釈できる。いずれに

せよ,地 方に内包されている文化財のレスキュー

をおこなう際 あえて 「等」をつけな くても,被

災地にとって文化財 と位置づけられるものは,す

べからく文化財レスキューの対象となるというこ

とが一般化された解釈 となることを望みたい。

　文化財レスキュー事業は,4月 中旬以降にはじ

まった。活動がおこなわれた県は,支 援要請を申

請した県に限っておこなうという原則のもと,宮

城県,岩 手県,茨 城県,福 島県である。また,実

際の活動は,現 場の活動拠点として現地本部を設

置することとし,最 初の現地本部は,宮 城県の仙

台市博物館に設置され,活 動拠点としての機能を

果たしていただいていた。このような体制は,現

地本部 と被災県の教育委員会の担当者がそれぞれ

連携をとり,さ らに,市 町村の教育委員会がきめ

細か くかかわることを目指 した ものである。な

お,文 化財レスキュー活動では,文 化財には必ず

所有者がいることを前提とし,所 有者が承知して

いないところで文化財 レスキュー事業はおこなわ

ないという原則を設けた。この点は,人 命救助で

倒壊 した家屋に自衛隊等が救出に向かう活動とは

一線を画すものであり,今 後の災害時における文

化財 レスキューにおいてもこの原則は踏襲すべき

であろう。

　なお、救援委員会の活動 をお こなってい くに

は,当 然,資 金が必要となってくる。活動当初の

4月 から7月 までは構成団体が各機関において予

算化 し,活 動資金 としていた。同時に,近 藤誠一

文化庁長官から,文 化財レスキュー事業に関する

義援金 ・寄付金がよびかけられた。そして,こ こ

でいただいた浄財が公益財団法人文化財保護芸術

研究助成財団に集められ,そ こから救援委員会に

助成金として支給 され,8月 より運用できるよう

になった。救援委員会は,活 動当初,こ のような

2段構えの活動資金のもとに人材の派遣や資材の

供給をおこない,文 化財レスキュー事業を展開し

ていたのである。

たがって,多 様な素材で構成されるこれらの資料

を安定的に収蔵 し,保 存修復の在 り方について研

究する分野 も設けられており,筆 者はその一翼を

担っている。そこで,救 援委員会における民博の

役割は,民 俗文化財の救援活動の実施が中心であ

り,図2に 示す ように宮城県 と岩手県において救

出,一 時保管,応 急処置,そ して整理 ・記録の作

業の一部をおこなった。

　救出活動は,被 災現場から文化財を取 り出す作

業である。ここでの作業は,周 囲のがれきの撤去

作業で巻 き起こっている粉塵への対処,ヘ ドロな

どの匂いや暑さと戦いながらの作業 となる(写 真

1)。 また,災 害発生から日数がたち,さ まざま

なものの腐敗が始まると,破 傷風の心配がでてき

た。さらに電気も通っていない被災した博物館施

設では,真 っ暗な場所での作業とな り,床 にがれ

きが散乱する不安定な足元 と天井からの落下物に

注意しなければならない。そのため,マ スクはも

2.民 博がおこなった民俗文化財の救援活動

　民博は世界中の民族 ・民俗資料を収集 している

文化人類学および関連分野の研究機関である。し 図2　 文化財レスキュー事業に民博が参加 した地域



6 文化財の虫 菌害65号(2013年6月)

ちうん,ヘ ルメットや長そで・長ズボンの作業服,

分厚い作業手袋や安全靴,ヘ ッドライ トなどを装

備する必要がある。このような環境のなか,床 面

に散らばっているガラスの破片や津波が運んでき

たヘ ドロを取 り除きなが ら,埋 もれている民俗文

化財を探 してい く。装着 しているゴーグルはす ぐ

に曇 り,全 身汗まみれとなりながらの作業は,体

力を著しく消耗してしまう。また,民 俗文化財と

がれ きやごみとの区別がつかないものも多数で

て くる。その場合は,「民俗文化財か もしれない」

ということで,救 出の対象とした。

　 また,救 出活動 をお こなう作業チームは,い

ろいろな研究機関や大学,博 物館からの協力者で

構成される。日ごろから気心の知れている職場の

同僚でもなく,専 門性のまった く異なる人びとか

らなる集団である。 ともすれば,個 々人がばらば

らの作業をおこなってしまい,作 業効率のあがら

ない現場になる可能性 もある。そのため,作 業責

任者は,実 際の作業現場を下調べ し,事 故を起こ

さない作業計画を立案する。また,作 業チーム全

員に作業 目的を説明 し,こ まめに休憩をとりつ

つ,全 力で作業現場全体の安全を確保 して,効 率

的な作業成果を達成することが求められるのであ

る(写 真2)。

　一時保管の作業は,救 出した文化財を安全な

場所へ移動し,一 時保管する活動である。この作

業は,被 災した博物館の担当者が立ち会える限ら

れた時間のなかで,文 化遺産を一気に保管場所へ

移送することが求められた。というのも,被 災地

では文化遺産の救出活動の前に,生 活全般の復

旧 ・復興活動が求められ,博 物館担当者 といえど

も,博 物館のことだけに従事することは許されな

い状況だからである。可能な限 りトラックの荷台

に積載 して移送するため(写 真3),脆 弱なもの

は別として,あ る程度 強度のあるものは,美 術

梱包をする暇はなかった。ただし,移 送時の破損

事故などは文化財の保存の専門家としては起こし

た くない。 したがって,荷 台には強度のあるもの

を下に,な いものを上に積み込んでいくが,パ ズ

ルのようなこの作業は,何 回も積み直 しが必要と

な り,時 間だけが経過する。時間のないなか立ち

会っていただいた被災地の担当者の方は,そ のよ

うな作業にもじつに根気良 くつきあって くださっ

た。その結果,救 援委員会が実施 した移送作業で

は大 きな事故はおこっていない。なお,こ の移送

作業では,日 ごろ,ト ラックを運転する ドライ

バーではなく,乗 用車に乗 りなれている人間が ト

ラックの運転をすることとなった。地震によって

亀裂や段差のできている道路状況のなか,事 故を

起 こさないように50kmか ら100　kmほ ど離れた 目

的地まで移送することは大変な労力を要するもの

であった。

　応急処置の作業は,被 災 した文化財の劣化が

当面進まないよう,応 急的な処置をおこなう作業

である。ただし,応 急的な処置とはいえ,何 らか

の処理を文化財に施すことにはかわりない。 した

がって,救 出,一 時保管の作業と比べると,時 間

をかけてその処理内容を検討 し,実 施する作業と

なる。

　今回の震災で被災した民俗文化財の汚損原因

写真1　文化財の救出作業 写真2　 作業前 の ミーテ ィ ング
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は津波によって運ばれた砂の付着であり,主 な劣

化要因は海水に含まれている塩分であった。そこ

で応急処置では,表 面に付着した砂 と塩分の除去

をどのように考え,対 応するのかという方法論か

ら検討することとした。

　砂の付着については,ま ずは目に見える汚れと

して除去する必要があるということは明らかであ

る。清浄環境にある一時保管場所において,砂 ま

みれのものを仮置きすれば,保 管場所を汚すこと

となり,そ の環境を劣悪なものにさせてい く。ま

た,こ の砂には塩分も含まれているので,湿 気を

よび込み,カ ビの発生や金属部分の錆を促進させ

る。さらには,一 時保管場所で進められる整理作

業において,取 り扱いを困難にし,整 理作業その

ものを著しく阻害する要因となる。

　主な劣化要因の塩分に対しては,本 格的な保存

修復では当然,塩 分の除去を目的した脱塩処理が

必要であることは認識していた。ただし,こ の脱

塩処理を応急処置としておこなうべきかについて

は,慎 重な検討を要すると考えた。それは,脱 塩

処理が文化財に与えるダメージへの配慮と,脱 塩

処理以前におこなうべき処置があるのではと考え

ていたからである。

　実際に筆者 自身が民俗文化財の保存修復の専

門家として関わってきた保存処理で,脱 塩処理が

必要と判断されたものは,常 時,海 水にさらされ

てきた漁携用具や高濃度の塩分環境のなかで使用

された醤油醸造用具,製 塩用具が中心である。そ

のような経験をもとに,あ らためて今回の震災で

被災した民俗文化財の状態を観察 したところ,緊

写真3　一時保管場所への移動

急的に脱塩処理が必要と観察されるものはなかっ

た。むしろ,脱 塩処理をおこなった場合の問題の

方が大 きいと感 じた。それは,応 急処置をおこな

う現場に,脱 塩処理がおこなえる環境が整えられ

ていないという問題である。民俗文化財はさまざ

まな形状や大きさのものがあり,木 材を中心とし

つつ も,金 属や紙,塗 りなども含まれてお り,多

様な素材で構成されている。また,大 量の文化財

群 として扱わなければならない。したがって,民

俗文化財の脱塩処理では,そ れぞれの構成素材の

状態を注意深 く観察しながらも,一 気に大量のも

のを脱塩処理できる大型の水槽,も しくはた くさ

んの水槽を用意しなければならない。また,一 時

保管場所において,脱 塩処理後の民俗文化財を安

全に乾燥できる環境 も整っていないという問題も

あった。木材を脱塩液に浸漬するということは,

当然,処 理後の乾燥作業が必要となって くる。大

量に水 を含んだ木材は急速に乾燥させると収縮

変形,あ るいは亀裂といった破損を引 き起こして

しまう。 したがって,一 度 脱塩処理をおこなっ

た場合は,ゆ っ くりと乾燥させることのできる場

所 と環境が必要なのである。

　以上のことか ら,当 時の一時保管場所で応急処

置をおこなう場合 脱塩処理をおこなうことは難

しいと判断し,作 業を二段階に分けて考えること

とした。

　第一段階は,民 俗文化財の表面を汚損 し,取

り扱いそのものを困難にしている砂およびヘ ドロ

の除去である。この除去法については,当 初は,

佐用町豪雨の水害をはじめとする河川の水害によ

る被災民俗資料の洗浄と同様 一度 水に浸漬し

て,表 面の砂やヘ ドロを剥脱しやすい状態にして

から,柔 らかい刷毛やブラシを用いて除去するこ

とを考えた。そして,こ の方法は,隣 接 していた

製紙工場の原料が大量に流れ込んだ石巻文化セン

ターの民俗文化財について大きな成果をあげるこ

とができた。しかし,他 の現場の民俗文化財の応

急処置では,汚 損の状況が違うということに気づ

いた。それは,民 俗文化財の表面を汚損 している

主なものが海砂であり,す でに乾燥 している場合

には,無 理に水を使わなくても,刷 毛などによる

払い落 としの作業で十分に除去できるということ
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である。また,応 急処置を進めていた時期は梅雨

を迎えつつあり,水 洗後の乾燥でカビが発生する

ことが懸念された。そこで,大 部分の民俗文化財

は,水 は極力用いず,柔 らかい刷毛やブラシで

構成する洗浄キ ット(写真4)を 用いて作業 をお

こなうこととした。もちろん,水 洗作業をおこな

う必要があると判断したものは,洗 浄後の乾燥に

十分に配慮 しながら作業をおこなった。この洗浄

作業では,洗 浄キットで落とせるだけの砂を除去

し,そ こで除去しきれないものは,次 の段階とな

る本格的な保存修復作業に委ねるという極めて明

快 な判断基準をつ くることができた。その結果,

日本博物館協会の会員館の多くの学芸員の方をは

じめ,大 学生などとも共同作業が実現 し,大 量の

民俗文化財の一時洗浄を達成でき,大 きな成果を

あげることができたと考えている5)。

　第二段階での作業は,塩 分の除去を見据えた活

動であり,2012年 度以降の課題 とした。具体的

には,ま ずは救出した民俗文化財の状態調査とし

て,顕 微鏡観察やX線 透過試験等の保存科学調査

をおこない,民 俗文化財の劣化状況を詳細に観察

した。次に観察結果をもとに,具 体的な脱塩処理

の方法を検討した。その結果,東 北学院大学で一

時保管されている石巻市鮎川収蔵庫の民俗文化財

の一部について脱塩処理 をおこなった(写 真5)。

脱塩処理は,イ オンクロマ トグラフィで,脱 塩液

に含まれる塩分濃度を測定し,脱 塩液の交換や脱

塩処理の終了時期の目安にするとともに,民 俗文

化財が含んでいた塩分量の算出もおこなった。そ

の結果,今 回のプロジェクトに協力いただいた公

益財団法人 四国民家博物館の醤油醸造用具と比

較 しても,そ れ以上の塩分量が検出されたことが

明らかになった。今後は,本 格的な被災民俗文化

財の脱塩処理の体制を構築する所存である。

　なお,応 急処理作業では,砂 の除去を中心 とし

た洗浄作業とともに,救 出した民俗文化財の全体

量を把握するためにリス ト作成 もおこなった。リ

ス トの作成自体は救出,一 時保管の作業でも既に

おこなわれていたが,応 急処置はこれまでの作業

のなかでも,個 々の民俗文化財をもっともよく観

察できる作業となる。そこで,こ れまでつ くられ

たリス トをもとに1点 あるいは1件 ごとにナンバリ

ングし,写 真撮影をおこない,よ り完全なリス ト

を作成した。このリス トは,応 急処置完了後,救

援委 員会と被災地の教育委員会があわせて保管し,

次におこなわれる保存修復計画や資料台帳の作成

などの活動へと引き継がれていくと考えている。

写真4　 洗浄 キ ッ ト

写真5　脱塩処理作業 写真6　生物生息調査
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おわりに一被災 した有形文化遺産への今後の支援

　最後に被災 した文化財の今後の展開について

少し述べておきたい。まずは,一 時保管場所の利

用が長期化することが決定的な状況となっている

現状において,適 切な保管環境をつくるとことを

実施 しなければならない。この環境の創出には,

IPMの 理念に基づいた調査 と保管場所の運用を

提言していきたいと考えている。

　具体的には,今 回の震災 も含めて,民 俗文化

財の保管場所としては学校の空き教室を利用する

事例が多い。学校施設は大 きな空間を確保でき,

大量の民俗文化財を保管で きる要素 をもってい

る。しかしなが ら,文 化財害虫が侵入 しやす く,

温度湿度を安定させるための制御 も難 しい。さら

に大 きな窓を備えているので外光の影響を受けや

すいという問題点もある。このような環境をどの

ように適切に使用できるのか,現 在,こ れ らの一

時保管場所の虫やカビの生息状況を確認するため

の生物生息調査(写 真6),空 気環境の調査(写 真

7),温 度湿度の測定,室 内の照度や紫外線量の

測定(写 真8)を おこなっている。そして,空 き

教室の改修計画を策定し,地 元自治体に提言 して

いる。また,応 急処置の段階で課題とした脱塩処

理については,地 元でおこなえる適切な処理方法

の策定に取 り組んでいる。なお,こ れらの活動に

ついては,人 間文化研究機構連携研究 「文化遺産

の復興に向けたミュージアムの活用のための基礎

的研究一大学共同利用機関の視点から」(代表　日

高真吾　2012年 度から2014年 度)と 民博の文化

資源プロジェクト「東 日本大震災で被災した文化

財の保管環境に対する調査研究」(代表　 日高真吾

2012年 度か ら2013年 度)の 研究活動を中心に実

施している。

　以上,本 稿では,救 援委員会の概要とその構成

団体である民博の活動について概観し,今 後の支

援計画について紹介した。大変な被害となった東

日本大震災は,ま だまだ支援 を必要としている。

このことを忘れずに,文 化財の専門家としておこ

なえる活動を実践していきたい。
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